
第３回小金井市児童発達支援センター運営協議会 次第 

 

 

日時：平成３０年１１月６日（火） 

午前１０時から       

場所：前原暫定集会施設１階Ａ会議室 

 

 

 

１ 開会 

２ 平成３０年１０月までの実績報告 

３ 事務局からの報告事項 

 ⑴ 次回研修会の開催案内 

 ⑵ 資料の修正について 

 ⑶ 幼児教育の無償化について 

⑷ 委員報酬に係る源泉徴収票の取扱いについて 

４ 運営協議会委員による業務評価について 

５ 事業の利用終了に係る取扱いについて 

６ 巡回相談事業の今後の方向性について 

７ 外来訓練事業の今後の方向性について 

８ 今後の開催日程について 

９ その他 

10 閉会 

 

 

 
■配布資料 

資料１  平成３０年１０月までの実績報告  

資料２  支援者研修開催案内 

資料３  年度当初（４月１日現在）の各事業の在籍者数の推移（訂正） 

資料４  幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について 

資料５  運営協議会委員による業務評価について 

資料６  小金井市児童発達支援センター運営状況評点表 

資料７  平成３０年度業務評価 事業公開日 

資料８  事業の利用終了に係る取扱いについて 

資料９  巡回相談事業の今後の方向性について（案） 

資料１０ 近隣市における保育施設等への巡回相談の実施状況一覧 

資料１１ 外来訓練事業の今後の方向性について 

資料１２ 平成３０年度運営協議会開催予定 

参考資料 意見提案シート 



資料１

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①相談支援事業（一般） 18件 14件 22件 23件 10件 14件 17件 118件

②相談支援事業（専門） 26件 38件 45件 48件 42件 44件 40件 283件

③相談支援事業（☎） 51件 48件 43件 46件 130件 144件 170件 632件

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

④児童発達支援事業 22人 22人 22人 22人 22人 22人 22人 -

⑤放課後等デイサービス 50人 50人 50人 50人 49人 50人 50人 -

⑥保育所等訪問支援事業 2人 1人 1人 2人 2人 2人 1人 11人

　　　　　　　回数 2回 1回 1回 2回 2回 2回 1回 11回

⑦親子通園事業 11人 16人 16人 20人 27人 29人 30人 -

　　　　　　　回数 3回 6回 9回 9回 10回 8回 9回 54回

⑧外来訓練事業 111人 119人 122人 124人 123人 123人 125人 -

　　　　　　　回数 262回 279回 322回 327回 279回 291回 294回 2,054回

各事業の報告内容について

①相談支援事業（一般）

②相談支援事業（専門）

③相談支援事業（☎）

④児童発達支援事業

⑤放課後等デイサービス

⑥保育所等訪問支援事業

⑦親子通園事業

⑧外来訓練事業

平成30年11月1日現在

児童発達支援センター運営協議会への実績報告

登録者数

登録者数及び実施回数

新規の相談の方が対象

継続相談の方が対象。計画相談等も含まれる。

相談者、関係機関等との電話での相談。予約受付は数に含まない。

登録者数

登録者数

登録者数及び実施回数

平成30年

合計
平成30年

合計

平成31年

平成31年
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資料３

単位：人

事業 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

児童発達支援事業 20 21 22 22 22

放課後等デイサービス 48 32 50 50 50

外来訓練事業 39 52 91 109 119 110

親子通園事業 6 18 15 9 10

年度当初（４月１日現在）の各事業の在籍者数の推移



幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について

○ 子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。
幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る
少子化対策の観点などから取り組むもの。

○ 「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）、「経済財政運営と改革の基本方針2018」
（2018年６月15日閣議決定）において、以下の方針が示され、消費税率引上げ時の2019年10月１日から
の実施を目指すこととされている。

○ 具体的な手続き等については、現在検討が行われているところ。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳の全ての子供たちの利用料を無償化。

＊ 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化（上限月額
2.57万円）。

＊ 実費として徴収されている費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。
＊ 幼稚園（４時間程度）については満３歳（３歳になった日）から、保育所については３歳児クラス（３歳になった後の最初の４月以降）から無
償化。その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところ。

○ ０歳から２歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。

【対象施設・サービス】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所
内保育）、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も同様に無償化の対象。

※ 最優先の課題である待機児童解消の実現に向けては、女性就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末
までに32万人分の受け皿整備を進める。

資料４



幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○ 幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼
稚園保育料の無償化（上限月額2.57万円）に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額
（月額3.7万円）と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利
用料を無償化。

※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の１号認定の子供たちが利用する預かり保育も含む。

認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○ 認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された３歳から５歳の子供たち
を対象として、認可保育所における保育料の全国平均額（月額3.7万円）までの利用料を無償化。

○ ０歳から２歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料
を無償化。

【対象施設・サービス】
○ 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビー
シッター、認可外の事業所内保育等を指す。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保
育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象。

○ 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基
準を満たすことが必要。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする
５年間の猶予期間を設ける。

いわゆる「障害児通園施設」を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○ 就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）を利用する子供たちについて、利用料を無償化。
＊ ３歳から５歳が対象（なお、０歳から２歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっている）。

○ 幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象。



幼児教育の無償化の具体的なイメージ（例）

３歳～５歳

保育の必要性の認定
事由に該当する子供

３歳～５歳

上記以外

・共働き家庭

・シングルで働いている家庭

など

・専業主婦（夫）家庭 など

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用 幼稚園の預かり保育

利用

利用
（複数利用）

複数利用
幼稚園、保育所、
認定こども園

障害児通園施設

認可外保育施設、ベビーシッターなど
（一般的にいう認可外保育施設、自治体の認証保育施設など）

ともに無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用
幼稚園、認定こども園、
障害児通園施設

複数利用 幼稚園、認定こども園 障害児通園施設
ともに無償

（幼稚園は月２．５７万円まで）

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

（注１）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるため
には、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となる。

住民税非課税世帯については、０歳～２歳児についても上記と同様の考え方により無償化の対象となる。この場合、月４．２万円まで無償。

（注２） 上記のうち認可外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届出をし、指導監督の基準を満たすものに限る（ただし、５年間の経過措置として、

指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける）。

（※）

（※） 地域型保育も対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。

月3.7万円まで無償

幼稚園保育料の無償化
（月2.57万円まで）に加え、月1.13万円

（月3.7万円との差額）まで無償



  資料５ 

 

 

 

運営協議会委員による業務評価について 

 

１ 評価対象事業 

 ⑴ 児童発達支援事業 

 ⑵ 放課後等デイサービス事業 

 ⑶ 外来訓練事業 

 ⑷ 親子通園事業 

 

２ 評価項目 

⑴ 職員は熱心に業務に取り組んでいるか？  

⑵ 子どもたちは楽しく事業を受けられているか？  

⑶ 事業計画に沿った運営がされているか？          

⑷ 清潔に保たれているか？ 

⑸ 事故の無いように配慮されているか？ 

⑹ 事業内容を十分理解しているか？ 

⑺ 質問に明確に答えられているか？ 

⑻ 働きやすい現場となっているか？           

⑼ 児童だけでなく保護者等への配慮はされているか？  

⑽ 総合評価 

 

３ 評価基準 

十分である  

概ね十分である 

どちらともいえない 

やや不十分である 

不十分である 

 

４ 評価方法 

 ⑴ 職員へのヒアリング 

 ⑵ 事業見学 

 

５ 日程 

 １１月～１２月を予定 

職員ヒアリング  

事業見学 



資料６

評価した事業に○をしてください

十分である
概ね十分

である
どちらとも
いえない

やや不十分
である

不十分である 評価理由

事業見学

1 職員は熱心に業務に取り組んでいるか？

2 子どもたちは楽しく事業を受けられているか？

3 事業計画に沿った運営がされているか？

4 清潔に保たれているか？

5 事故の無いように配慮されているか？

職員ヒアリング

6 事業内容を十分理解しているか？

7 質問に明確に答えられているか？

8 働きやすい現場となっているか？

9 児童だけでなく保護者等への配慮はされているか？

10 総合評価

評価者
氏名

その他
（自由意見）

小金井市児童発達支援センター運営状況評点表

児童発達支援事業　　 放課後等デイサービス事業　 　外来訓練事業　 　親子通園事業評価事業

評価項目

各項目の該当する評価に○を記入してください。また、その理由を記入してください。



資料７

開始時間
児童発
達支援

外来
訓練
（個別）

親子
通園

職員ヒア
リング

開始時間
外来

訓練（グ
ループ）

職員ヒア
リング

開始時間
放課後
等デイ

職員ヒア
リング

4 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

11 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

12 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

13 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇

18 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

9 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

15 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

22 10：30～12： ○ ○ ○ 〇 14：00～15：00 〇 〇

23 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇 16：30～17：30 〇 〇

24 10：30～12： 〇 〇 〇 〇 14：00～15：00 〇 〇

1 見学を希望する日程・時間をお選びください。全ての事業をご見学いただかなくても結構です。
2
3 駐車スペースが少ないため、ご来園の際はなるべく自転車又は公共交通機関をご利用をお願いいたします。

電話：042-387-9848 FAX：042-384-2524 メール s050299@koganei-shi.jp

平成30年11月22日（金）までに自立生活支援課担当まで電話、メール又はFAXにてご連絡ください。

1

平成３０年度業務評価　事業公開日

外来訓練（個別）については、児童が欠席の場合ご見学いただけない場合もございますのでご了承ください。

午前 午後① 午後②

月 日

12

mailto:s050299@koganei-shi.jp
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事業の利用終了に係る取扱いについて 

 

〇小金井市児童発達支援センター条例 

（利用承認の取消し等） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止

し、もしくは制限し、又は利用承認を取り消すことができる。 

⑴ 前条第２項第２号又は第３号に該当することとなったとき。※ 

⑵ 災害等により施設が利用できなくなったとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。 

※ ⑴の前条第２項第２号又は第３号は以下の通り 

⑵ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

⑶ 事業を利用しようとする者が感染性の疾患を有するとき。 

 

〇小金井市児童発達支援センター条例施行規則 

（利用承認の取消し等） 

第７条 指定管理者は、条例第９条の規定により利用を停止し、もしくは制限し、又

は利用承認を取り消す決定をしたときは、利用取消し等通知書により利用者に通知し

なければならない。 

 

 

 

条例第９条第３号の指定管理者が特に必要と認めた時として、以下の通り取り扱うこ

ととする。 

平成３１年度以降、指定管理者は児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、外

来訓練事業及び親子通園事業について、入院等やむを得ないと認められる事由がある

場合を除いて、引き続き３ヵ月以上利用がない場合には、市と協議を行ったうえで利

用を停止し、もしくは制限し、又は利用承認の取り消しをすることができる。 

 



資料９ 

 

巡回相談事業の今後の方向性について（案） 

 

 

 

 １ 平成３１年度に事業開始を目指す。 

 ２ 平成３１及び３２年度は試行的な実施とする。 

３ 巡回相談員の職種は臨床心理士とする。 

４ 人員体制は１又は２名 

５ 職員の拠点はきらり内に設ける。 

 ６ 現時点では就学前児童がいる施設への巡回とする。 

 ７ 対象は私立保育園及び幼稚園（試行実施のため訪問する園の数、選定方法は今後検討）

とする。 

８ 職員への支援を主体とする。 

 ９ 訪問回数は１園につき原則年３回とする。 

 １０ 学童保育所への巡回相談は現状を維持する。 

 



資料１０

公立 認可 特定 認証 認定 家庭 幼稚園 その他 心理 理学 作業 言語 学識 医師 その他 決算額（円） 内訳

武蔵野市 実施 直営

市内認可保育所を巡
回し、保育者及び保
護者に対し、保育上
の助言・指導を行
い、保育の質の維
持・向上を図る。

4 17 － － － － － －

各施設：年３回～４回
全体打ち合せ：年２回
全体保護者会：年２回
ケース研究会：年２回
障害児委員会：年４回
担任会：年４回

3 － － － － － － 3,039,600
253,300円（３人分の月額報酬合計）×12か月
＝3,039,600円

子ども家庭部
子ども育成課

実施 直営

心身障がい児の早期
発見と早期療育を進
め、もって心身障が
い児の福祉の向上に
資することを目的と
する。

－ 25 1 4 1 － 15 －

77回
各施設からの依頼により原
則年１回。状況により回数
増

3 2 3 4 － － － 1,655,500

【言語聴覚士】
＠21,500円（8時間)×38回＝817,000円
【作業療法士】
＠21,500円(8時間)×3回＝64,500円
【臨床心理士】
＠21,500円(8時間)×34回＝731,000円
【理学療法士】
＠21,500円(8時間)×2回＝43,000円

子ども政策部
子ども発達支
援課(子ども
発達支援セン
ター)

実施 直営

心身障がい児の早期
発見と早期療育を進
め、もって心身障が
い児の福祉の向上に
資することを目的と
する。

13 － － － － － － －

43回
公立(公設公営・公設民営保
育園)については所管の子ど
も育成課事業(事業費も同
課）を子ども発達支援セン
ターが依頼を受けて実施

3 2 3 4 － － － 924,500

【言語聴覚士】
＠21,500円（8時間)×10回＝215,000円
【作業療法士】
＠21,500円(8時間)×8回＝172,000円
【臨床心理士】
＠21,500円(8時間)×23回＝494,500円
【理学療法士】
＠21,500円(8時間)×2回＝43,000円

子ども政策部
子ども育成課

実施 直営

在籍障がい児及び発
達遅滞等、気にかか
る児童の相談指導、
職員・保護者への助
言指導により、保育
の充実を図る。

15 － － － － － － －

各園により、年間９回～15
回（巡回相談・観察含
む。）
全体会議4回
全体会議連絡会3回

9 － － 2 － － － 4,126,000円

巡回相談20,000円×172回=3,440,000円
巡回観察20,000円×10回=200,000円
巡回相談指導会議11,000円×42回=462,000円
巡回相談指導会議連絡会8,000円×3回=24,000
円

子ども家庭部
保育支援課

巡回観察は、複数の相談員によ
る多角的な相談指導

実施 業務委託

公立における巡回相
談事業と同様の目的
を私立保育園等にお
いても実現し、保育
の充実を図る。

－ 21 － 2 － － － －
各園により、年間１回～１
２回

9 － － 1 － － － 530,000円 10,000円×53回＝530,000円
子ども家庭部
保育支援課

報酬の半額を支出、1回当たり上
限1万円で、年3回分まで。認証
は除く（紹介のみ）。

実施 直営

集団内での行動観察
や他の園児との関わ
りについて助言いた
だき，保育施設の安
定した利用の促進を
図る。

8 － － － － － － － 月3回程度 6 － － 7 － － － 4,341,000

【言葉の相談員】
＠15,000円×175回＝2,625,000円
【障がい児保育指導員】
＠19,500円×88回＝1,716,000円

子ども生活部
保育課

実施 その他

民間保育所等に対
し、市が補助を行
い、保育内容の向上
に寄与し、もって児
童福祉の増進を図
る。

－ 7 － － － － － － 園による － － － － － － － 2,079,572

民間保育所等で障がい児保育を実施するため
の専門医，指導員の報酬に要する経費と補助
基準額34,000円を比べていずれか低い方の
額。

子ども生活部
保育課

両制度合同の打ち合わせ会は年
３回実施（左記回数には含まれ
ず）

三鷹市

調布市

府中市

事業運営
形態※１

実施の
有無

平成２９年度事業決算（見込）
事業目的

近隣市における保育施設等への巡回相談の実施状況一覧

備考自治体名
訪問回数

（平成29年度実績）

人員体制（平成２９年度）※３　（人）対象施設及び施設数（平成２９年度）※２　（か所）
所管部署



資料１０

公立 認可 特定 認証 認定 家庭 幼稚園 その他 心理 理学 作業 言語 学識 医師 その他 決算額（円） 内訳

事業運営
形態※１

実施の
有無

平成２９年度事業決算（見込）
事業目的 備考自治体名

訪問回数
（平成29年度実績）

人員体制（平成２９年度）※３　（人）対象施設及び施設数（平成２９年度）※２　（か所）
所管部署

実施 直営

現場の職員に対する
指導・助言等の支援
を行うとともに、児
童やその保護者が集
団生活に適応するた
めの支援も行い、保
育施設の安定した利
用の促進を図る。

5 － － － － － － －
各施設年５回～６回
全体打合せ年１回

1 － 1 1 － － － 2,763,180

【言語聴覚士】
＠3,870円×8時間×5園×6回＝928,800円
＠3,870円×2時間×2人＝15,480円
【作業療法士】
＠3,870円×8時間×5園×6回＝928,800円
＠3,870円×2時間×1人＝7,740円
【臨床心理士】
＠3,870円×8時間×5園×5回＝774,000円
＠3,870円×8時間×3園×１回＝92,880円
＠3,870円×2時間×2人＝15,480円

子ども家庭部
保育課

実施 その他

民間保育所等に対
し、市が補助を行
い、保育内容の向上
に寄与し、もって児
童福祉の増進を図
る。

－ 8 － － － － － － 園による － － － － － － － 1,193,947

【補助額】
民間保育所等で実施されている巡回相談に係
る経費の１／２と補助基準額250,000円を比べ
ていずれか低い方の額

子ども家庭部
保育課

国分寺市 実施 直営

■巡回相談
心理相談員が各施設
を巡回し、職員が児
童に対して、どのよ
うな保育、支援等を
すればより良いのか
を、職員の必要に応
じて知識や技術の教
授を交えながら、職
員に対してアドバイ
スすることで保育の
質を高めることを目
的に実施する。

■指定相談
心理相談員が、基幹
となる保育所（公立
保育所）に駐在し、
職員が児童に対し
て、どのような保
育、支援等をすれば
より良いのかを、職
員の必要に応じて知
識や技術の教授を交
えながら、職員に対
してアドバイスする
ことで保育の質を高
めることを目的に実
施する。

5 24 － 4 － 4 － －

■巡回相談
各保育施設２回ずつ
ただし、平成29年度中に開
所した保育施設等、初めて
巡回相談を受ける施設につ
いては、１回

■指定相談
年16回

－ － － － － － 1 972,125

【心理相談員】
■巡回相談
認可保育所　計56回
家庭的保育事業・認証保育所　計16回

■指定相談
認可保育所・家庭的保育事業・認証保育所
計16回

１時間当たり　3,850円

【補助金】
保育対策総合支援事業補助金
（若手保育士や保育事業者への巡回支援事
業）

補助額　432,000円

子ども家庭部
子ども若者計
画課

実施 業務委託

市が指定する施設に言
語聴覚士、臨床発達心
理士等の相談員を派遣
し、発達が気になる児
童の観察、保護者・保
育士への指導・助言等
を行うことにより、児
童の発達を支援するこ
とを目的とする。

9 33 － － － － 13 －
相談員による研修を年２回
訪問回数２４１回

－ － － － － － － 10,599,336
業務委託のため人員体制及び単価は委託先に
よる

子ども家庭部
保育課

実施 その他

保健師、看護師等の資
格を有する者が認証保
育所、家庭的保育施設
等の小規模な保育施設
を巡回し、児童の保健
指導並びに職員の健康
相談を行うことで、児
童福祉の増進を図るこ
とを目的とする。

－ － － 10 1 18 － － 各施設およそ年５回 － － － － － － 1 760,500
【看護師】
＠10,700円（日給）×69日＝738,300円
＠7,400円（半日）×3日＝22,200円

子ども家庭部
保育課

平成30年度から、小規模保育事
業（地域型保育事業）の施設も
巡回対象施設に追加

小金井市

小平市



資料１０

公立 認可 特定 認証 認定 家庭 幼稚園 その他 心理 理学 作業 言語 学識 医師 その他 決算額（円） 内訳

事業運営
形態※１

実施の
有無

平成２９年度事業決算（見込）
事業目的 備考自治体名

訪問回数
（平成29年度実績）

人員体制（平成２９年度）※３　（人）対象施設及び施設数（平成２９年度）※２　（か所）
所管部署

西東京市 実施 業務委託

市立保育園に在籍す
る障がい児に対し、
発達心理的側面から
支援して児童の発達
を促すとともに、保
育園における障がい
児指導の援助を行
う。

17 － － － － － － － 各園年２回（１回2時間） － － － － － － － 850,000
25,000円×3４回＝850,000円
※１回25,000円　17園×２回

子育て支援部
保育課

法人と契約しており、その法人
の２名が担当。１園につき１名
が訪問する体制としており、担
当は以下の資格あり。
・臨床発達心理士
・自閉症スペクトラム支援士
・早期発達支援コーディネー
ター

公立…公立の認可保育園 心理…臨床心理士

認可…民間の認可保育園 理学…理学療法士

特定…特定地域型保育事業 作業…作業療法士

認証…民間の認証保育園 言語…言語聴覚士

認定…認定こども園 学識…学識経験者

家庭…家庭的保育室（都制度の家庭福祉員含む）

幼稚園…公立、新制度幼稚園含む

直営、業
務委託、
その他の
うちいず
れかを選
択



資料１１ 

外来訓練事業の今後の方向性について 

 

１ 前回までの取扱い案 

外来訓練事業については、年齢によって１か月の利用上限回数を変更する。具体

的には、児童が満４歳に達する年度までは月３回を上限とし、満５歳及び満６歳に

達する年度は月２回を上限とする。 

ただし、当該５歳又は６歳の児童であったとしても、療育が急を要すると判断さ

れる場合には、必要に応じて上限回数を月３回までとする。その判断については、

小金井市児童発達支援センター利用調整会議設置要綱第２条第１号の規定により、

市と指定管理者の協議により決定することとする。 

 

２ きらり専門職職員からの聞き取り内容 

 ⑴ 年長児について、社会ステージが大きく変わるにあたり、児童への見立てにつ

いて保護者と共通認識を持つことを大事にしている。 

 ⑵ 園行事での欠席等を考慮すると、月２回の訓練では実回数が更に下がり、児童

のスキルや理解の積み重ね、保護者の理解の積み重ねとも効果が落ちる可能性が

ある。 

 ⑶ 年長児は療育の中で「就学支援」の必要性が高い。 

 ⑷ 幼児期の療育の集大成が就学と考えている。その直前の訓練頻度が落ちること

は望ましくない。 

 ⑸ 集団活動や児童同士のコミュニケーションが複雑になって初めて発達上の課題

が明確になるタイプの児童もいるので、園の先生や保護者が最大限努力しても早

期発見が年中、年長になる場合もある。 

 ⑹ 低年齢の児童は、親子関係を主とした生活の場や集団の場を経験する中で伸び

ていく要素が多いため、必ずしも専門療育が３回必要ではない場合もある。 

 ⑺ 低年齢の頃から相談の中で児童の経過を追い、療育が必要なのかを見極めてい

くという視点も大事にしている。 



                                   資料１２ 

 

 

平成３０年度運営協議会開催予定 

 

 

１ 年間実施回数 

  ４回 

 

２ 次回以降の予定 

  

回 開催日 時間 場所 

第
４
回 

平成３１年２月１２日（火） 午前１０時から正午まで 未定 

 

 


